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OMIC Food Safety Newsletter No. 477 Apr. 12, 2019 
日本の食品安全情報をタイムリーに日本語とタイ語で解説するニュースレターです。 

=========================================================================================== 
 

★ 今週のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 

１．モニタリング検査の追加(違反による引上げまたは命令検査解除による引下げ：検査頻度30％) (2019年3月下旬) 

通知 対象食品(含加工食品) 検査項目 区分 備考、参照 URL 

3/26 エチオピア産ごまの種

子 

ベンダイオカルブ 引上げ https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000493667.pdf 

(基準値 0.01 mg/kg-ppm) 

 

２．タイ産品の輸入違反事例                      （2019年3月中～4月上旬） 
日付 品名 違反内容 基準 検査の種類 

3/19 氷菓：COCONUT FROZEN 

CONFECTIONARY 

成分規格不適合 

（大腸菌群 陽性） 

陰性 自主検査 

4/3 その他の魚肉ねり製品（FROZEN 

FRIED TEMPURA） 

成分規格不適合 

（大腸菌群 陽性） 

陰性 モニタリング

検査 

4/3 発酵茶 使用基準不適合 

（食用黄色５号 使用） 

不使用 自主検査 

 

★ RASFFマンスリーレポート 

EU におけるタイ産食品の違反情報                         （2019年3月下旬） 

日付 届出国 届出理由 通知タイプ 

3/26 ドイツ ダイエット用ハーブ茶 (slimming herbal tea) より、高濃度のセンナ末 

(Senna alexandrina) (センノシドA及びBの合算で15.75 g/kg) の検出。 

“alert” 

 

★厚生労働省 平成31年度輸入食品監視指導計画の策定について 
厚労省は2019年3月26日付生食発0326第1号にて、平成31年度輸入食品監視指導計画を公表しています。

本計画は、輸入食品等の重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、もって輸入食品等の一

層の安全性確保を図ることを目的としています。輸入食品の増加、製造加工の高度化等に伴い、輸入時

検査に加えて輸出国段階での衛生管理対策を強化することを今後の基本的方向としています。詳細は下

記URLを参照ください。 
 

平成 31年度輸入食品監視指導計画（厚労省）：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200505_00001.html  
 

★厚生労働省 平成31年度 命令検査及びモニタリング計画の実施について 
厚労省は 2019 年 3 月 29 日付薬生食輸発 0329 第 1 号にて命令検査、同第 4 号にてモニタリング計画の

実施を通知しました。詳細は下記 URLを参照ください。 
 

食品衛生法第 26条第 3項に基づく検査命令の実施について（平成 31年度）（厚労

省）: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201715_00002.html  

「平成 31年度輸入食品等モニタリング計画」の実施について（厚労

省）: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201769_00001.html 
 

★FAMICが実施した有害物質のモニタリング検査結果について 
農林水産商品安全技術センター（FAMIC）は、2018 年 4 月～2019年 2 月の飼料等の有害物質モニタリン

グ検査結果を公表しました。対象は配合飼料及び 21 種類の飼料原料で、実施項目はかび毒（アフラト

キシンン B1、デオキシニバレノール、ゼアラレノンを始めとする 25成分）、重金属（カドミウム、鉛、

ひ素、水銀）、農薬（省令で基準が設定されている成分を含む 124 成分）、硝酸態窒素、ヒスタミン、

メラミンです。詳細は下記 URLを参照ください。 

 

H30年 4月～H31年 2月の有害物質のモニタリング検査結果について

（FAMIC）： http://www.famic.go.jp/ffis/feed/info/sub2_h30_gaiyou.html  
 

※次号のOMIC Food Safety Newsletter No.478の発行は、4月26日とさせて頂きます。 

=========================================================================================== 
発行者： 海外貨物検査株式会社 バンコク支店 http://omicbangkok.com/ 

問合せ： （タイ語）kongsak@omicnet.com   （日本語）lab.th@omicnet.com 

ニュースレターバックナンバー： (タイ語) http://omicbangkok.com/th/downloads  

          (日本語) http://omicbangkok.com/en/downloads  

食の安全ウエブサイト： (日本語) http://www.omicfoodsafety.com/  

             (英語)  http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/ 
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